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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】均一な薄膜が製造でき、物性分布が良好な、薄
膜の製造方法を提供する。
【解決手段】立設した基板保持部材１０に基板を脱着す
る工程と、基板を保持する基板保持部材を走行装置３０
で化学蒸着室内へ運搬する工程と、立設した基板保持部
材を基板と共に加熱する工程と、基板の表面に薄膜を形
成する工程を含む薄膜の製造方法であって、前記基板保
持部材は下部が走行装置に当接固定されており、当該当
接固定部の少なくとも一部において、基板保持部材と走
行装置の間に基板保持部材と比較して熱伝導率が１／１
０以下の成型材料が挿入されており、当該当接固定部の
少なくとも一部は空間を有することを特徴とする、薄膜
の製造方法。
【選択図】図３



(2) JP 2013-253286 A 2013.12.19

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　立設した基板保持部材に基板を脱着する工程と、
基板を保持する基板保持部材を走行装置で化学蒸着室内へ運搬する工程と、
立設した基板保持部材を基板と共に加熱する工程と、
基板の表面に薄膜を形成する工程を含む薄膜の製造方法であって、
前記基板保持部材は下部が走行装置に当接固定されており、
当該当接固定部の少なくとも一部において、基板保持部材と走行装置の間に基板保持部材
と比較して熱伝導率が１／１０以下の成型材料が挿入されており、
当該当接固定部の少なくとも一部は空間を有することを特徴とする、
薄膜の製造方法。
【請求項２】
　前記基板が、薄膜形成面とは反対の面を基板保持部材に略密着させて保持されることを
特徴とする、請求項１に記載の薄膜の製造方法。
【請求項３】
　走行装置で立設した基板保持部材、若しくは基板保持部材に保持された基板に対向した
面に垂直設置している略面状ヒーターにて基板を加熱することを特徴とする、請求項１乃
至２のいずれかに記載の薄膜の製造方法。
【請求項４】
　前記当接固定部の面積が基板保持部材の全面積の１／１００以下であることを特徴とす
る、請求項１乃至３のいずれかに記載の薄膜の製造方法。
【請求項５】
　前記成型材料が、門型もしくは櫛型の形状を有することを特徴とする、請求項１乃至４
のいずれかに記載の薄膜の製造方法。
【請求項６】
　前記薄膜の形成が、少なくとも原料としてアルキル亜鉛と酸化材料を用い、低圧ＣＶＤ
法にて酸化亜鉛膜を製膜することを特徴とする、請求項１乃至５のいずれかに記載の薄膜
の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、均一に薄膜を製造できる製造方法に関し、より詳細には基板上に均一に金属
酸化物膜が形成された薄膜の製膜方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、石油・天然ガス等の化石原料価格の高騰や、永続可能な社会の実現に関する意識
の高まりから、太陽電池パネルを用いた発電が注目されている。
【０００３】
　それは、太陽電池は太陽光を直接電気に変換するので、資源の枯渇問題や新興国の消費
増加による需給バランスの変化等、石化燃料が持つ供給不安定性に関する課題が存在しな
い事、又、発電課程にて温室効果ガスである二酸化炭素を排出しない事を理由とする。
【０００４】
　一般的に薄膜太陽電池は、透明導電膜、発電膜、金属導電膜及び保護膜を順次、ガラス
基板上に積層して製造される。これらの透明導電膜、発電膜、金属導電膜は主としてＣＶ
Ｄ法（化学気相成長法）により形成されている。
【０００５】
　例えば、透明導電膜を製膜する際には、ＬＰＣＶＤ法（減圧化学気相成長法）を利用し
て製膜できる。ここで、ＬＰＣＶＤ法とは、減圧雰囲気下で行うＣＶＤ法のことであり、
具体的には、減圧雰囲気中で、透明導電膜の原料が含まれるガスをガラスなどの基板の表
面に供給して固化反応させることで、透明導電膜を生成することができる。より具体的に
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は、基板を減圧状態の製膜室に搬入し、ヒーター等の手段にて基板を所定温度まで昇温し
た後、製膜室内に錫や亜鉛を含有するガスを供給して基板上に透明導電膜を形成する。
【０００６】
　ところで、製膜室において膜を形成する際の基板の保持姿勢としては、一般的に水平姿
勢、若しくは垂直姿勢が用いられるが、装置のフットプリントに対するスループットを大
きくするという観点からは、垂直姿勢の方が優れている。これは、特に大きな基板を縦置
きにすると、製膜室の全床面積の内、基板一枚を配置するために使用する面積が小さくな
るため、より多くの基板を製膜室内に配置できる為である。
【０００７】
　このように、基板を縦置き姿勢で保持したまま製膜室に出入りさせるためには、搬送用
のトレーを使用することが一般的である。
【０００８】
　上記に示すようなトレーは、特許文献１に開示されているように、ステンレススチール
によって作られることが一般的である。しかし、基板を昇温させる際に基板の面積が大き
くなるにつれて、面内を均一に加熱することが困難となる。基板面内に温度分布が生じる
と、その後、薄膜を形成する際に厚みムラが生じる原因となり得る。
【０００９】
　また、特にガラスのような熱伝導率の低い基板を用いた際は、一旦基板内に温度分布が
生じると、その解消は困難且つ、時間がかかるという問題がある。
【００１０】
　これに対し、特許文献２では、炭素繊維強化炭素複合材によって形成された基板保持部
材を用いている。炭素繊維強化炭素複合材は、比熱が低く、熱伝導率が高い事に加え、熱
変形し難いという特徴がある。したがって炭素繊維強化炭素複合材による基板保持部材は
、基板を加熱する際に基板と密着した箇所を通じて基板温度の均一化を促進させる均熱材
として働くばかりでなく、低エネルギーで素早く昇温させることが可能である。
【００１１】
　上記特許文献による薄膜の製造方法においては、基板の略全面を同時に加熱することが
できるため、大きなガラス基板のような、表面積が大きく、熱伝導率の低い基板に製膜を
行う場合でも、好適な製膜を実施することができる。ここで、大きなガラス基板とは、面
積が０．８ｍ2以上、より好ましくは１ｍ2以上のガラス基板を意味する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開２００１－１８５６１０号公報
【特許文献２】特開２０１１－０６１０２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　前述の炭素複合材料のような均熱作用の強い基板保持部材を使用すれば基板の温度分布
の問題を大幅に改善することができるが、より高性能な薄膜の形成が要求されることに鑑
みれば充分とは言えず、市場からはさらなる改善が求められている。本発明では、均一な
薄膜が製造でき、物性分布が良好な、薄膜の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明者らは、熱伝導率が高い炭素繊維強化炭素複合材を基板保持部材に用いた場合で
も、実際は基板に温度分布が生じることが避けられないことを見出した。より具体的には
、特に、縦に基板を保持する為の基板保持部材の下辺を、基板保持部材を搬送する走行装
置に取り付ける場合、これが原因となって薄膜を製膜した際の基板下部の膜厚分布が悪化
する傾向があることを初めて見出した。
【００１５】
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　上記課題に対して、当初は基板ヒーターをゾーン温調することで対応していたが、本発
明者らは鋭意検討の結果、基板ヒーターに対向した位置になく、積極的に加熱されていな
い走行装置の温度が、装置内にて積極的に加熱される基板保持部材の温度と比較して低い
為、基板保持部材と走行装置の連結部を通じて、基板保持部材の下部の温度が低下するこ
とが原因であることを見出した。上記原因に基づき、本発明がなされたものである。
【００１６】
　即ち、本発明は、立設した基板保持部材に基板を脱着する工程と、基板を保持する基板
保持部材を走行装置で化学蒸着室内へ運搬する工程と、立設した基板保持部材を基板と共
に加熱する工程と、基板の表面に薄膜を形成する工程を含む薄膜の製造方法であって、前
記基板保持部材は下部が走行装置に当接固定されており、当該当接固定部の少なくとも一
部において、基板保持部材と走行装置の間に基板保持部材と比較して熱伝導率が１／１０
以下の成型材料が挿入されており、当該当接固定部の少なくとも一部は空間を有すること
を特徴とする、薄膜の製造方法である。
【００１７】
　好ましい実施態様は、前記基板が、薄膜形成面とは反対の面を基板保持部材に略密着さ
せて保持されることを特徴とする、前記の薄膜の製造方法である。
【００１８】
　好ましい実施態様は、走行装置で立設した基板保持部材、若しくは基板保持部材に保持
された基板に対向した面に垂直設置している略面状ヒーターにて基板を加熱することを特
徴とする、前記の薄膜の製造方法である。
【００１９】
　好ましい実施態様は、前記当接固定部の面積が基板保持部材の全面積の１／１００以下
であることを特徴とする、前記の薄膜の製造方法である。
【００２０】
　好ましい実施態様は、前記成型材料が、門型もしくは櫛型の形状を有することを特徴と
する、前記の薄膜の製造方法である。
【００２１】
　好ましい実施態様は、前記薄膜の形成が、少なくとも原料としてアルキル亜鉛と酸化材
料を用い、低圧ＣＶＤ法にて酸化亜鉛膜を製膜することを特徴とする、前記の薄膜の製造
方法である。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の薄膜の製造方法を用いると、物性分布が良好な薄膜が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明に係る基板保持部材の説明図である。
【図２】本発明に係る基板保持部材の走行装置への取り付け図である。
【図３】本発明に係る成型材料の取り付け図である。
【図４】本発明に係る面状ヒーターの取り付け図の１例である。
【図５】本発明に係る面状ヒーターの取り付け図の他の１例である。
【図６】実施例１の膜厚分布を示す図である。
【図７】比較例１の膜厚分布を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本発明の一実施形態に係る薄膜の製造方法について、図面を参照しながら、詳細に説明
する。
【００２５】
　本発明の薄膜の製造方法には、図面に例示されるような基板を保持するための基板保持
部材１０、ガラス基板等に代表される基板２０、台車などに代表される走行装置３０、基
板保持部材を走行装置に固定するための固定部材３１，３２、成型材料５０などが用いら
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れる。
【００２６】
　本発明における基板保持部材については、基板へできる限り均一に熱を伝達できる素材
で形成することが望まれる。そのような観点から、例えば、炭素繊維強化炭素複合材（カ
ーボンコンポジット材）によって形成することを例示できる。炭素繊維強化炭素複合材を
用いて形成した場合、基板保持部材が衝撃に強く壊れにくい、さらに、比熱と熱伝導率が
高く、熱変形し難いという特徴がある。したがって基板保持部材は、熱変形することなく
、低エネルギーで素早く昇温させることが可能である。
【００２７】
　また、基板保持部材から基板に熱が伝達する際に、基板保持部材が基板と密着している
全ての部分から、基板保持部材の熱が基板に伝達する。基板の薄膜形成面とは反対の面を
基板保持部材に略密着させて保持すると、基板を広範囲に亘って同時加熱することができ
る利点がある。そのため、基板が昇温する際に、基板表面に温度のバラつきが発生しにく
くなる。さらに炭素繊維強化炭素複合材を用いて基板保持部材を形成した場合、耐久性が
良く、長期の使用に耐え得るので、基板保持部材の交換コストを低減できる。
【００２８】
　本発明においては、立設した基板保持部材に基板を脱着する工程を有する。例えば、図
１に示す様に、基板保持部材１０には、基板２０を収める（保持する）「くぼみ」を形成
しておき、そのくぼみに基板２０をはめ込んで基板と基板保持部材を略密着させ、その状
態で基板の４辺を押さえる固定手段（図示せず）により保持することができる。このくぼ
みは、製膜対象物である基板２０が嵌めこみ可能な大きさである。即ち、くぼみの開口の
面積は、基板２０の製膜を実施する面の面積と同等以上である。なお、図１においては、
基板保持部材１０の下部には走行装置３０に固定する際に使用するボルト穴が加工してあ
る。
【００２９】
　本発明において基板２０としてはガラス基板を代表的に例示することができる。基板は
大面積化の要請に基づき、面積は０．８ｍ2以上、更には１ｍ2以上の大型のものも使用す
ることができる。通常、ヒーターで基板を昇温させる場合、基板の面積が大きくなるにつ
れて、基板の表面に温度のバラつきが発生し易くなる。また、基板にガラス等の熱伝導率
の低い部材を用いても、ヒーターで加熱された部分とそうでない部分に温度差が発生し易
くなり、基板の表面に温度のバラつきが発生し易くなる。そのため、面積が大きな基板及
び／又は熱伝導率の低い部材で形成された基板は、薄膜の厚さを均一にするための表面温
度の制御が難しい。
【００３０】
　しかしながら、基板の略全面を同時に加熱することができれば、大きなガラス基板のよ
うな、表面積が大きく、熱伝導率の低い基板に薄膜を形成する場合でも、好適に実施する
ことができる。つまり、炭素繊維強化炭素複合材を用いて基板保持部材を形成した場合は
、面積の大きな基板及び／又は熱伝導率の低い部材で形成された基板の保持に適している
といえる。
【００３１】
　本発明においては、基板を保持する基板保持部材を走行装置で化学蒸着室内へ運搬する
工程を有する。例えば、図２に示す様に、立設した基板保持部材１０は、その下部が固定
部材３１，３２により走行装置３０に当接固定され、化学蒸着室内へ運搬される。言い換
えれば、基板保持部材１０は走行装置３０に立設することで、所謂基板キャリアとして化
学蒸着室内で使用される。ここで基板保持部材を走行装置に当接固定している「下部」と
は、基板保持部材を走行装置に固定するために必要充分な範囲であればよいが、基板へ均
一な薄膜を形成する観点から、当接固定部の面積は基板保持部材の全面積の１／１００以
下であることが好ましい。
【００３２】
　図２において、基板保持部材１０を走行装置３０に立設固定するに際し、走行装置３０
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の上面には固定部材３１が設けられている。例えば、固定部材３１は概ブロック状のアル
ミ、ステンレス等の金属であり、基板保持部材１０を固定部材３２にて挟み込んだ後、ボ
ルト４０にて締結することにより、強固に、寸法精度良く固定することができる。
【００３３】
　ここで走行装置３０は、基板を保持した基板保持部材を化学蒸着室内へ移動する機能を
有する装置であれば特に限定はなく、例えば車輪（図示せず）などの走行手段を備えた台
車などを用いることができ、台車は長手方向と平行な方向に動くことができる。例えば、
台車の上面に基板保持部材を固定化できる固定手段を設けて基板保持部材を当接固定して
も良いし、台車の上面に基板保持部材が係合する溝を形成し基板保持部材を当接固定して
も良い。
【００３４】
　本発明において化学蒸着室とは、代表的にはＬＰＣＶＤなどの各種ＣＶＤ装置が例示さ
れるが、必ずしもＣＶＤのみに限定されず、蒸着装置やスパッタ装置などの公知の化学蒸
着装置でも良い。例えば、ＬＰＣＶＤ法は、減圧されたチャンバ内で、基板を加熱し、原
料ガス（生成する膜を構成する原料の内、少なくとも一つ以上の原料を含むガス）を基板
の表面で化学反応させることで製膜するものである。ＣＶＤ法には、プラズマ等の電気的
処理を必要とするプラズマＣＶＤ法と、必要としない熱ＣＶＤ法などがある。
【００３５】
　本発明においては、基板保持部材の下部と走行装置が当接固定されている当接固定部の
少なくとも一部において、基板保持部材と走行装置の間に、基板保持部材と比較して熱伝
導率が１／１０以下の成型材料が挿入されており、当該当接固定部の少なくとも一部は空
間を有していることに特徴を有する。
【００３６】
　図３に例示する様に、成型材料５０は、走行装置３０上の固定部材３１と基板保持部材
１０の間に挟み込まれている。このような基板保持部材と比較して熱伝導率が１／１０以
下の成型材料を配置することにより所定の性能を発揮することができる。また走行装置３
０と固定部材３１との間に上記成型材料を挟みこむと、より優れた均一製膜効果を発揮す
ることができるため、より好適である。
【００３７】
　上記成型材料５０の部材形状については、装置の性質に応じて多種多様な形状とするこ
とができるが、成型材料は、基板保持部材と走行装置の間に挿入した際に、当接固定部の
少なくとも一部に空間を発生させるような形状が好ましい。当接固定部の少なくとも一部
に空間ができることにより、装置内にて真空断熱の原理により、熱伝達を大幅に抑えるこ
とが可能になり、基板の温度均一性が向上する利点がある。また、一般的に基板保持部材
を走行装置に組み付ける際の労力、組み付け後の微調整を考慮すると、後からの取り付け
、取り外しが自在である形状が望ましい。その代表的な形状は、およそ門型、櫛型であり
、図３に示すように門の足の部分を下にして、ボルトを締める前に隙間に差し込むことに
より設置することができる。成型材料をおよそ門型、櫛型形状とすることにより、上記作
業性を確保できるだけではなく、当接固定部の少なくとも一部に空間を生じさせることが
できる。成型材料は、その取扱い性の観点から、構成パーツは少ない方がより好ましく、
理想的にはワンピースから成るものが好ましい。
【００３８】
　なお、成型材料はシート状に成型した耐熱樹脂を切断成型することにより作成すること
ができるが、成型材料５０の形成方法はこれに限るものではない。材料の種類により、機
械加工や金型等によって形成してもよい。
【００３９】
　成型材料５０については、特にその素材は限定されないが、真空装置内において加熱条
件下で使用する場合もあることを鑑みれば、いわゆる耐熱性、低ガス放出性を有する素材
を選ぶことが好ましい。例を挙げるならば、ポリイミド、ポリアミド、ポリエチルエーテ
ルケトン等のいわゆる耐熱性エンジニアリングプラスチック、若しくはアルミナ、炭化ケ
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イ素などのセラミックスを使用することもが可能である。
【００４０】
　例えば、産業用ロボットにて基板の基板保持部材への取り付け／取り外しを行う等の接
触固定部の強度、または基板保持部材と走行装置を組上げた際の寸法精度が必要とされる
場合には、使用温度条件下にて所望の強度を持つ材料を選定する必要がある。
【００４１】
　ただし、一般的な耐熱性エンジニアリングプラスチックを用いたとしても、その厚みを
薄くすることにより、変形量の絶対値を少なくして、組み付け寸法精度を確保することが
可能である。一般的には０．２ｍｍから５ｍｍの厚みを持たせることにより、断熱性を保
ったまま、熱変形による組み付け寸法を兼ね備えることができるが、その厚みを０．５ｍ
ｍから２ｍｍの間とすることによりロボットの基板センシング時の動作不良発生率を劇的
に抑えることができる。
【００４２】
　以下、例として、酸化亜鉛薄膜の製造方法について詳細に説明する。
【００４３】
　基板は、例えば、ロードロックチャンバ等に設置したヒーターにてプロセス温度近傍ま
で輻射加熱を実施すると共に、チャンバに接続した真空ポンプにてチャンバ内の真空引き
を実施する。
【００４４】
　このときの加熱手段として面状に配列したＩＲヒーター、シースヒーター等を用いるこ
とができる。また、基板保持部材を均一に加熱する為、ヒーターは面状に配列した各ポジ
ションの周囲及び中心部で独立に温度制御できることが望ましい。また基板の加熱に際し
て、図４に例示する様に、基板保持部材に保持された基板に対向する面、あるいは、図５
に例示する様に、その裏面、どちら側に予備加熱ヒーターを設置しても所望の温度に基板
を加熱することができるが、ガラス基板の温度を上げるという観点からは、加熱の効率が
良好となるガラス面からの加熱が望ましい。例えば、予備加熱の際は、基板に対向する面
から基板自体を加熱し、製膜時は、基板の裏面側から基板保持部材自体を加熱するなど、
適宜組み合わせて加熱すればよい。即ち、走行装置で立設した基板保持部材、若しくは基
板保持部材に保持された基板に対向した面に垂直設置している略面状ヒーターにて基板を
加熱することが好ましい。
【００４５】
　面状に配列した加熱ヒーターの大きさは、基板を均一加熱する観点から、少なくとも基
板保持部材の大きさより大きいことが好ましく、基板、若しくは基板保持部材とヒーター
表面間の距離と同程度上下左右を大きくすることが望ましい。
【００４６】
　酸化亜鉛薄膜の製膜温度は通常１００℃～２５０℃程度、好ましくは１５０℃～２００
℃程度であり、製膜時には上記範囲内の所定の温度に保持する必要がある。所定の温度に
なるまで予備加熱を実施した基板は、プロセスチャンバに搬送され、酸化亜鉛薄膜の製膜
を実施される。
【００４７】
　プロセスチャンバにて基板は、ＩＲヒーターやシースヒーターを用いた基板加熱ヒータ
ーにより加熱される。その際の基板温度は、上記に記載の温度範囲内であれば良いが、基
板の温度分布を小さくすることにより、温度に起因する膜厚分布を小さくすることができ
る。
【００４８】
　酸化亜鉛薄膜はいわゆる減圧ＣＶＤ法（減圧化学気相蒸着法）にて製造される。減圧Ｃ
ＶＤ法において、供給するガスは、例えば、亜鉛源としては、ジエチル亜鉛、ジメチル亜
鉛等の有機亜鉛化合物（アルキル亜鉛化合物）、酸素源としては、水あるいは炭素数１～
４のアルコール（炭素数１～４のいずれかの低級アルコール）などの酸化材料を使用する
ことができる。また、トリメチルアルミニウム、トリメチルガリウム、ジボラン等をドー
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る。酸素源、亜鉛源、ドーパントは、かならずしも各１種類のみ使用するものではなく、
２種以上を用いても良い。
【００４９】
　上記原料のうち、常温で液体である原料については、気化させた後に装置に供給する事
が好ましく、例えば、ステンレス製のタンクを加熱して液体を蒸発させ、気化した材料を
マスフローコントローラーにより定量供給することができる。
【００５０】
　チャンバ内の基板表面近傍でのガス組成ムラに起因する膜厚分布を抑制する為に、原料
ガス混合物が基板の表面近傍に達するまでに各ガスを混合しておくことが好ましい。気化
混合した原料は、ガス供給管を通じて装置に供給され、所望の薄膜となる。
【実施例】
【００５１】
　幅１４００ｍｍ、高さ１１００ｍｍのガラス基板上に基板温度１７０℃にて酸化亜鉛薄
膜を形成し、その膜厚を面内計２０箇所測定することにより、面内の膜厚均一性を評価し
た。
【００５２】
　（実施例１）
　実施例１として、走行装置と基板保持部材間に、図３に示すような門型形状の厚さ１ｍ
ｍからなるポリイミド成型材料を設置した装置構成にて酸化亜鉛薄膜を形成した。この際
、成型材料と基板保持部材の接触面積は基板保持部材の片側面積の０．５％相当であった
。また、基板保持部材はカーボンコンポジット材にて製作されており、その厚み方向の熱
伝導率は８Ｗ／ｍ／Ｋ、ポリイミド成型材料の熱伝導率は０．３４Ｗ／ｍ／Ｋであった。
その結果、図６に示す通り、σ／Ａｖｅ．にて３．７％と良好な膜厚分布が得られた。
【００５３】
　（比較例１)
　実施例１と比較して、成型材料は使用せず、走行装置と基板保持部材が直接接触する装
置構成にて酸化亜鉛薄膜を形成した。その結果、図７に示す通り、特に基板下部の膜厚が
薄くなり、σ／Ａｖｅ．にて５．５％と膜厚分布が悪化する結果となった。
【符号の説明】
【００５４】
　１０．基板保持部材
　２０．基板
　３０．走行装置
　３１．固定部材
　３２．固定部材
　４０．ボルト
　５０．成型材料
　６０．略面状ヒーター



(9) JP 2013-253286 A 2013.12.19

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】



(10) JP 2013-253286 A 2013.12.19

【図７】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

